
⑤ 調整依頼 

⑥連絡・調整 

退所予定者が帰住を希望する 
都道府県のセンターに調整連絡 

○  平成21年度より、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設退所者に対して、保護観察所と協働し退所後直
ちに福祉サービス等につなげる「地域生活定着支援センター」の整備を実施。 

○  平成23年度末に全国47都道府県への整備が完了し、平成24年度からは全国での広域調整が可能に。 

○  地域生活定着支援センターでは、①入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務②福祉施設等へ入所した後
も継続的に支援するフォローアップ業務③地域に暮らす矯正施設退所者に対して福祉サービスの利用等に関する
相談支援業務を実施。 

Ａ県地域生活定着支援センター 

厚生労働省 

事業費補助 

① 対象者選定 

②調整依頼 

④連絡･調整 

Ａ県矯正施設 

Ａ県保護観察所 

法 務 省 

※ 対象者選定にあたっては、高齢

か、障害があるか、帰住先がある
か等を基準に判断する。 

退所予定者との面会 
（福祉ニーズ、帰住予定地の
聞き取り等） 

・退所予定者との面会 

（福祉ニーズ、帰住予定地の聞
き取り等） 

・帰住先の調整（市町村、福祉
施設等への受入要請等） 

・出所時の同行（福祉事務所、
受入福祉施設等への同行、手
続きの援助等） 

全国のセンターで 
広域調整を実施 

帰住先の例 
 更生保護施設、アパート等、 
 福祉施設（救護施設、特養、 
 障害者施設等） など 

⑦ 地域生活移行後も、定着のための継続的なフォローアップを実施 
    （受入施設との調整、福祉サービスの相談支援など） 

地域生活定着促進事業 

職員体制：６名 
（社会福祉士、精神保健福祉士等） 


